
通し
番号

計画ページ数 項目 質問・意見内容

1 3ほか 計画の期間ほか

パブリックコメント一覧及び回答の2について、今後この「子ども・子育て会議」で中間
見直し等を行うことになると思います。これまでの評価方法では、選択と集中に必要な
フィードバックが得られていないように感じています。基本理念や基本目標に対してど
のような効果がどの程度得られたのかを計るための指標をこの計画にも記載した方が良
いのではないでしょうか。

2 29 基本理念

パブリックコメント一覧及び回答の1の回答にある「こども自身が個性の発揮・尊重を自
ら選択でき、市全体でこどもを支援・後押しする」の文言は、非常に重要だと感じま
す。この文言を「座間市こども計画(原案)」の「1 基本理念」の説明文中に追加し、市
の姿勢を明記していただきたいです。

3
40
56
86

放課後児童健全育成事業
（児童ホーム）

政府のこども家庭庁からの引用した文言だと思いますが、「適切な遊び及び生活の場を
与えて、」とありますが、同ページの【新規】こども誰でも通園制度の方では「適切
な」が削除されていて、児童ホームの方は残っていると、並びで読んだ時に違和感を感
じます。
「児童ホームでは適切な遊び及び生活ができる」とのことだと思うのですが、児童ホー
ムを利用していない子どもたちも大多数は適切に遊んでいると思います。
こちらの「適切」の文言は残した意図はおありですか。

4 47 乳幼児健康診査

5歳児健康診査の導入ありがとうございます。
第３回子ども子育て会議での事前質問で「 5歳児健康診査は次年度の実施を目指してい
る」との回答をいただいていますが、もう実施開始されたのでしょうか。
すでに実施されている他の月齢・年齢での健康診査と、注釈もなく並んでいると、
すでに座間市でも実施されているように受け取れますが、
こども計画令和7年度からの実施に間に合う見込みでしょうか。

5 48 小児医療費助成

当該助成に大変助けられています。
こども計画のこの項目を読んだ時に、現在の方針
（座間市の助成対象年齢の記載）があると便利だと思いました。
座間市では小児医療費助成の対象年齢がR5年１０月より「満１８歳に達した最初の3月31
日まで」「所得制限なし」と有難い拡充がありましたが、
あまり周知は広がっていない印象なので現況の記載があると喜ばれると思います。

6 70 基本目標（目標６）

こどもへの意見聴取が、形式上のものに留まらず、こどもが社会や自分自身に希望の持
てるものであってほしいです。

そのため「こどもや若者の意見を表明しやすい環境整備と気運の醸成に取り組む」の他
に、下記のような文言を加えてはいかがでしょうか。（参考：厚生労働省「放課後児童
クラブ運営指針」）

「こどもが気持ちや意見を表現できるようにし、それを受け止める体制を整える」（表
明のしやすさだけでなく、受け止める体制も整える）

「大人はこどもと共に考え、共に決めることができるよう努める」

「こどもの心情に十分配慮した上で、こどもへの丁寧な説明や意見聴取、意見反映が求
められる」

7 71
幼児教育・保育及び地域子
ども・子育て支援事業の量
の見込み及び確保方策

【確保量の再精査によるもの】により、特に1号認定の確保量が、素案と比べて大幅に確
保量が低下していますが（250人）、再精査の精査方法はどのような形を取られたので
しょうか。

8 74
幼児教育・保育及び地域子
ども・子育て支援事業の量
の見込み及び確保方策

特に、P74【3号認定】では、来年度から待機解消予定が、4年後まで先延ばしになってし
まっております。
働くママにとっては待機児童解消の先延ばしは大きな衝撃だと思うのですが、再精査に
よる確保量の低下の理由(保育士の不足や人口増加等）具体的な理由はおありでしょう
か。

2号、3号の保育園希望のワーママからは、待機解消の兆しは見えずに、体感で保育園に
入れる気がしないとの声を多くいただいています。
（保育園に落ちた人も周りに何人もいて、他市の保育園の2次申込をした。）
市のこども計画のこの過不足の数字に、納得するのは難しいと言っていまして、信頼度
を上げれるように、令和6年度から過去5年の【実績数（園への申込数）】は掲載されて
いるのだから（P5参照）
子どもの数の推移も年齢別に追記して
【人口の減少に伴い、保育園への申込は増えるけど、待機児童は減る】という市の見込
みを【数字で見える化】することで計算値の信頼度が上がると思うのですが、記載する
のはいかがでしょうか。

座間市こども計画(原案)に係る事前質問・意見一覧
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通し
番号

計画ページ数 項目 質問・意見内容

9 -
座間市こども計画(案)に係
るパブリックコメント一覧
及び回答

今回多くのパブリックコメントが寄せられました。「〇〇が必要」「〇〇をしてほし
い」という意見が多く、それだけ切迫したものを抱えている方が多いことが分かる一方
で、もう少し根底にある困りごとや願いが見える意見があるとより良かったなとも思い
ました。

ただこれは、市がきちんと説明する場・機会を設けられていなかったことが原因なので
はないかとも思います。説明会の実施は、周知が締め切り間近になってしまうなどの理
由から行なっていただけなかったとのことですが、そもそも締め切りの日程が早かった
ことも指摘させてください。日本全国で今同じようにこども計画を策定している自治体
がありますが、パブリックコメントの募集は年末年始を避けた日程が多かったように思
います。

前回の子ども子育て会議で指摘し原案では変更になっているもののうち、パブリックコ
メント募集の段階では反映されていなかった箇所もあったかと思います。

このような、早い日程でのパブリックコメント募集に至った理由があればお聞かせくだ
さい。

また、公式LINEを使った周知を行わなかった理由をお聞かせください。

加えて、今回のパブリックコメントにはこども自身からの意見はあったのか教えてくだ
さい。

こどもからの意見がもし0または少数であれば、すでにこどもの意見表明を支援し反映す
ることはできていないことになると思いますが、今後こどもの意見聴取に関して市はど
のような課題を認識し対策を考えているのかをお聞かせください。

10 -
意見公募手続き（パブリッ
クコメント）による意見一
覧及び回答

座間市こども計画（素案）からの変更箇所

「座間市こども計画は、素案を元にいただいたパブリックコメントを受けて原案を作
成」とのことでしたが、素案からの変更箇所の資料の【修正理由、補足】に
パブリックコメントの意見を踏まえて修正されたものが見当たらなかったのですが、
今回こども計画ではパブリックコメントを反映した箇所はない、
（パブリックコメントによる修正は無い）という認識で良いでしょうか。

11 -
意見公募手続き（パブリッ
クコメント）による意見一
覧及び回答

市民の方々からいただいた意見に対し、市の返答の大半が「いただいたご意見は〜〜伝
達させていただきます。」「参考にさせていただきます。」では、声を上げた方々残念
な気持ちになってしまうのではないかと思いました。
例えば、通し番号7の質問「支援センターの土日開所希望」などは、
素案P36（原案P39）に記載あるとおり「土日開所の要望を受け、子育て支援センターの
運営委託先との契約の中で相談、情報提供の充実に努める」と記載がありますし、
通し番号10の産後ケアの対象期間が短い件に対しても、
子ども子育て会議での質問時には、「1年間に期間を伸ばすこと」や「対象施設を増やす
こと」を検討しているとの回答だったので、
回答できる部分や、取組みを始めていることには回答として伝えた方が、
今後もパブコメの数が増えたり、市への信頼度が上がるように思いましたが、具体的な
回答をしない理由は何かおありでしょうか。

12 -
意見公募手続き（パブリッ
クコメント）による意見一
覧及び回答

私の周りのママたちも、パブリックコメント募集の存在を知らないママたちが殆どだっ
たのですが、LINE等、情報を積極的に取りに行かなくても知れる方法でのパブコメ募集
のお知らせはされなかったのでしょうか。

13 -
意見公募手続き（パブリッ
クコメント）による意見一
覧及び回答

市民の方々からいただいたパブリックコメントで、大きな財源を使わずにこどもの安全
や健康が守られる意見や要望が多数見受けられましたが、
（例・通し番号15、学校や園生活における教職員向け熱中症ガイドラインの作成や、通
し番号27、公園の全面禁煙化、通し番号22、子どもたちが使える公共施設の開放（スカ
イアリーナの武道室等）
今後、市で取組みたいと思った意見があればお聞かせいただきたいです。

14 -
意見公募手続き（パブリッ
クコメント）による意見一
覧及び回答

こども計画のパブリックコメントに間に合わなかったという市民の方から連絡が来たの
で、転送させていただきます。

【医療的ケア児を保育園に入りやすい様にもっとしてほしい！保育園に相談しても市に
相談してみて下さいと言われ相談したところで受け入れできないかもしれないと言われ
たら何のために相談に行ったのか。となる。相談受けた時にどうしたら入園できるかを
考えるのが市の役割では。こんな状況では医療的ケア児の親御さんたちは仕事ができな
い状況が続きます。
保育園の待機児童の多さもどうにかしていただきたい。新設はしている様ですがまだま
だ足りないと思います。】

とのことですが、医療的ケア児の保育園申込等の相談に対応していただける市役所の窓
口はどちらにおありでしょうか。
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